
大和市告示第１１８号 

大和市おひとりさまの遺贈寄附取扱要綱を次のように定める。 

令和４年８月１日 

大和市長 大 木  哲 

 

大和市おひとりさまの遺贈寄附取扱要綱 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、おひとりさまによる本市への遺贈寄附（民法（明治２９年法律第８９号）の

規定に基づく遺言により本市に財産を引き継がせることであって、その遺言執行者を本市が指定

するものをいい、以下単に「遺贈寄附」という。）の要件、手続等について、必要な事項を定める

ものとする。 

（対象者） 

第２条 遺贈寄附ができる者（以下「対象者」という。）は、市内に居住する一人暮らしの者（第５

条第２項の規定による登録後、他の市区町村に転出した者を含む。）で、次の各号のいずれにも該

当するものとする。 

(1) 相続財産から遺留分を受ける者（民法第１０４２条に規定する兄弟姉妹以外の相続人をいう。）

がいないこと。 

(2) 大和市暴力団排除条例（平成２３年大和市条例第４号）第２条第４号に規定する暴力団員等

又は同条例第７条に規定する暴力団員等と密接な関係を有すると認められる者（第５条第４項

において「暴力団関係者」と総称する。）でないこと。 

（対象財産） 

第３条 遺贈寄附の対象となる財産は、預金債権又は貯金債権（担保に供されている、相殺適状に

ある等の反対債権のないものに限る。以下「預金債権等」という。）とする。 

（登録要件等） 

第４条 遺贈寄附を希望する対象者は、あらかじめ次条に規定する手続により市に登録をするもの

とする。 

２ 前項の登録（以下単に「登録」という。）の要件は、遺言の内容が次の各号のいずれにも該当す

ることとする。 

(1) 公正証書遺言又は法務局における遺言書の保管等に関する法律（平成３０年法律第７３号）

の規定により法務局に保管された自筆証書遺言による遺贈であること。 

(2) 特定遺贈であること。 



(3) 負担付遺贈でないこと。 

(4) 遺贈の額が１，０００，０００円以上であること。 

(5) 遺言書に遺贈の対象となる財産のみが記載されていること。 

(6) 本市に遺言執行者の指定を委託すること。 

(7) 遺言執行者の報酬（その他の民法第１０２１条の遺言の執行に関する費用を除く。）は遺贈

寄附の対象財産から支出するものとし、その額は遺贈寄附額の１００分の１に相当する額又は

１１０，０００円（いずれも消費税及び地方消費税を含む。）のうち、いずれか高い方の額とす

ること。 

(8) 前各号のほか、紛争のおそれがないと認められること。 

 （登録の申請及び審査） 

第５条 登録をしようとする対象者は、遺贈寄附登録申請書に遺言書の写しその他市長が必要と認

める資料を添えて、市長に提出するものとする。 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、登録の適否を決定して、

遺贈寄附登録承認（不承認）通知書により、当該申請者に通知する。この場合において、登録す

ることを承認したときは、遺贈寄附の内容等について遺贈寄附登録台帳に登録するものとする。 

３ 市長は、前項の規定による登録の審査に当たり、申請者から必要な事項を聴き取り、資料の提

出を求める等の調査を行い、又は士業を営む者の団体（以下「士業団体」という。）に助言を求め

ることができる。 

４ 市長は、大和市暴力団排除条例第３条の基本理念に基づき、遺贈寄附から暴力団を排除するた

め、神奈川県警察本部（警察法（昭和２９年法律第１６２号）第４７条第１項の規定により神奈

川県に置かれた警察本部をいう。）に、当該申請者が暴力団関係者に該当するか否かの照会を行う

ことができる。この場合において、当該照会により申請者がこれに該当するときは、第２項の規

定による登録を承認しない。 

（登録内容の変更） 

第６条 前条第２項の規定により登録された者（以下「登録者」という。）は、登録後に、住所、氏

名、遺言の内容、家族状況、財産状況等の変更があった場合は、市長に対し、速やかに遺贈寄附

登録内容変更申請書に変更後の遺言書の写しを添えて提出するものとする。 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、審査の上、適当と認めた場合は、登録内容を

変更し、遺贈寄附登録内容変更通知書により登録者へ通知するものとする。 

３ 前項の規定による審査については、前条第３項及び第４項の規定を準用する。 

（登録の取下げ） 



第７条 登録者は、登録の取下げを希望する場合又は対象者の要件を満たさないこととなった場合

は、市長に対し、速やかに遺贈寄附登録取下げ届を提出するものとする。 

２ 市長は、前項の規定による届出を受けた場合は、その登録を取り消すものとする。 

（登録状況等の調査及び報告） 

第８条 市長は、必要と認める場合には、登録者の状況及び遺言書の内容について調査し、又は登

録者に報告させることができる。 

（登録の取消し） 

第９条 市長は、登録者が対象者の要件を満たさず、又は登録内容が第４条第２項に規定する要件

を満たさないことが判明したときは、その登録を取り消すことができる。 

２ 市長は、前項の規定により登録を取り消したときは、遺贈寄附登録取消通知書により、登録者

に通知するものとする。 

（遺言執行者の選任） 

第１０条 市長は、登録者が死亡した場合は、速やかに士業団体へ遺言執行者の選任を依頼するも

のとする。 

２ 士業団体は、前項の依頼を受けたときは、速やかに所属する会員から適当な者を選任し、これ

を市長に通知するものとする。 

 （遺言執行者の指定） 

第１１条 市長は、前条第２項の規定による士業団体からの選任通知を受けたときは、その者を当

該登録者の遺言執行者として指定し、その旨を士業団体に通知するものとする。 

 （遺言の執行） 

第１２条 登録者の遺言の執行は、前条の規定により指定された遺言執行者（以下この条において

「指定遺言執行者」という。）が行うものとする。 

２ 指定遺言執行者による市への寄附の手続は、遺贈寄附の対象とされた預金債権等を換価処分し

て現金化した上で、大和市寄附条例（平成１９年大和市条例第１０号）の規定に基づいて行うも

のとする。 

３ 市長は、登録者の遺言の執行の状況について、指定遺言執行者又は士業団体に対し報告を求め

ることができる。 

４ 指定遺言執行者は、遺言の執行業務が終了したときは、市長及び士業団体に報告するものとす

る。 

 （遺贈寄附の放棄等） 

第１３条 市は、次の各号のいずれかに掲げる場合、原則として、登録者の遺贈寄附を受け入れな



いものとする。 

(1) 登録者の遺言の執行後に、登録者の財産状況、家族状況等が登録内容及び遺言の内容と異な

るものであって、第４条第２項に掲げる登録要件を満たさないことが判明した場合 

(2) その他登録者の遺言に沿った執行ができないと市長が認めた場合 

２ 前項の規定により遺贈寄附を受け入れない場合、市長は、当該遺贈寄附の放棄に関する手続を

行うものとする。 

 （様式） 

第１４条 この要綱の規定により使用する様式は、別表のとおりとし、その内容は別に定める。 

（委任） 

第１５条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

 この要綱は、公表の日から施行する。 

  



別表（第１４条関係） 

番号 名称 関係条文 

第１号様式 遺贈寄附登録申請書 第５条 

第２号様式 遺贈寄附登録承認（不承認）通知書 第５条 

第３号様式 遺贈寄附登録台帳 第５条 

第４号様式 遺贈寄附登録内容変更申請書 第６条 

第５号様式 遺贈寄附登録内容変更通知書 第６条 

第６号様式 遺贈寄附登録取下げ届 第７条 

第７号様式 遺贈寄附登録取消通知書 第９条 

 

 

 

 


